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１ 東京都多重債務問題対策協議会について

２ 相談部会の取組について

(1) 多重債務相談「東京モデル」の構築

(2) 無料特別相談「多重債務１１０番」の実施

３ 東京都における多重債務相談の状況について



１ 東京都多重債務問題対策協議会について
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【設置目的】
東京都が関係団体等と連携しつ
つ、多重債務問題対策を推進す
るための必要な協議を行う。

【構成】
〈会長・副会長〉
・生活文化スポーツ局長
・福祉保健局長
〈委員〉
都
・生活文化ｽﾎﾟｰﾂ局消費生活部長
・生活文化ｽﾎﾟｰﾂ局消費生活総合ｾﾝﾀｰ所長

・福祉保健局生活福祉部長
・福祉保健局参事（生活支援担当）
・産業労働局金融部長
・教育庁参事（教育政策担当）
・警視庁生活安全部生活経済課長

・警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課長

民間団体
・東京弁護士会
・第一東京弁護士会
・第二東京弁護士会
・東京司法書士会
・日本司法支援センター東京地方事務所

・全国ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｻﾗ金被害者連絡協議会
・クレ･サラ首都圏連絡会
・東京労働者福祉協議会
・（社福）東京都社会福祉協議会
・東京都民生児童委員連合会
・東京都金融広報委員会
・日本貸金業協会
・(財)日本クレジットカウンセリング協会

国
・財務省関東財務局東京財務事務所

区市町村
・区代表者
・市代表者
・町村代表者

【設置目的】
都の関係部局が緊密に連携
して多重債務問題対策を総合
的かつ効果的に推進する。

【構成】

〈議長・副議長〉
・生活文化ｽﾎﾟｰﾂ局消費生活部長
・福祉保健局生活福祉部長

〈委員〉
・総務局行政部長
・主税局徴収部長
・生活文化ｽﾎﾟｰﾂ局広報広聴部長
・生活文化ｽﾎﾟｰﾂ局私学部長
・生活文化ｽﾎﾟｰﾂ局消費生活総合ｾﾝﾀｰ所長

・ 都市整備局参事（経営改革担当）
・福祉保健局保健政策部長
・福祉保健局参事（生活支援担当）
・福祉保健局高齢社会対策部長
・福祉保健局少子社会対策部長
・福祉保健局障害者施策推進部長
・病院経営本部サービス推進部長
・産業労働局金融部長
・教育庁参事（教育政策担当）
・水道局サービス推進部長
・下水道局経理部長
・警視庁生活安全部生活経済課長
・警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課長

〈幹事〉
　関係各局の課長



２ 相談部会の取組について
１　多重債務相談「東京モデル」等の確立と推進

　　　　消費生活相談窓口から法律専門相談窓口に多重債務相談を確実につなぐしくみを確立し、どこの窓口へ行っても適切な対応が行われる状態をめざす。

　　　　　【東京都】　①「東京モデル」の検討・調整・実施　　②区市町村支援（「東京モデル」マニュアルの作成、情報提供、研修の実施、対応困難な町村等の補完）

　　　　　【区市町村】　①地域の実情に合わせた「東京モデル・地域版」の検討・実施

　　　　　【法律専門相談窓口】　①「東京モデル」等による多重債務相談受入れの検討・調整・実施

２　特別相談等の展開

　　　　　【区市町村】　①地域の状況に合わせた特別相談の実施　②広報・キャンペーン等

　　　　　【関係団体】　①様々な特別相談の実施　②広報・キャンペーン等

◆「多重債務１１０番」の実施（１２月） 　

◆関係団体による無料相談会の実施

◆東京都・区市町村・関係団体が連携した特別相談の展開
　例１）東京都・区市町村・関係団体が一斉に特別相談を実施
　　　　⇒◆「多重債務１１０番」（９月４・５日）
　例２）各団体が実施する特別相談を東京都ＨＰ等により広報
　例３）地域の特別相談を東京都が支援（専門家とのコーディネート等）
　例４）関係団体が実施する特別相談への場の提供

　　　　　【東京都】　①特別相談の実施　　②区市町村支援（専門家とのコーディネート協力、広報）　③関係団体との連携（広報、場の提供）　④特別相談に合わせたキャンペーンの展開

　　　　法律専門家と直接相談できる機会を様々な形で都民に提供する「特別相談」を、法律専門家の協力を得て共同実施する。
　　　　　⇒　特別相談やキャンペーン等を通じて「多重債務問題は必ず解決する」ことのＰＲを進める。
　　　　　⇒　相談員が専門家とともに相談対応することによるスキルアップや、専門家への「つなぎ方」の検証に活かす。

◆東京都における本格実施（４月）
◆区市町村への「東京モデル」の情報提供（課長会・センター所長会）
　　⇒地域の状況に合わせて適切な「つなぎ方」を検討・実施
　　⇒９月「多重債務１１０番」を機に区市で「東京モデル」活用開始
◆各種専門窓口への「つなぎ方」の整備
　　（法テラス、(財)日本クレジットカウンセリング協会、特定調停等）
◆消費生活相談窓口用のマニュアル作成（８月）

◆多くの区市町村で「東京モデル」等により、消費生活相談窓口から法
律専門相談窓口に確実につなぐしくみが確立し、多重債務問題が解決
に向かう道筋が定着
◆対応困難な町村等については、都が補完的に対応

◆東京都と弁護士会・司法書士会による試行（１月）
◆行政関係職員用「東京モデル」のマニュアル（多重債務者問題解決
の道しるべ）作成（３月）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

◆シンポジウム等によりキャンペーンを展開

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

同　　左

　【東京モデルの確立】
　消費生活センターの相談員が法律専門相談窓口に
　①　直接予約をとる。
　②　相談者が実際に相談したか確認し、フォローする。

　【東京モデルの拡大・展開】
　①　区市町村の相談窓口でも参考にしてもらう。
　　　　※　地域の実情に合わせて適切につなぐ。
　②　多くの専門窓口につなぐチャンネルを拡げる。

　【東京モデル・地域版の定着】
　　遅くとも、改正貸金業法完全施行時には、どこの区市町村に
行っても適切な対応が行われる状態を実現することを目指す
（「多重債務問題改善プログラム」）。

　【「多重債務問題は必ず解決する」ことが浸透】
　　広く都民に、「多重債務問題は専門家に相談することで必ず
解決する」ことが浸透している状態を実現することを目指す。



２(1) 多重債務相談「東京モデル」の構築

相談者

相談者

弁護士会

司法書士会

(財)日本ｸﾚｼﾞｯﾄｶｳ
ﾝｾﾘﾝｸﾞ協会

法テラス

全国ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｻﾗ金被害者連
絡協議会、被害者の会

法律専門家法律専門家

弁護士、司法書士に直
接相談するのは敷居が
高い・・・。
費用も心配だ・・・。

消費生活センター

①丁寧な聞き取り
②債務整理表等により債務状況を整理
③債務整理方法・専門窓口の情報提供

法律専門家からの通知
で、取立てはストップ
します。

○東京都消費生活総合センターでは
　◆多重債務専門グループ設置
　　　　（相談員５名）
　◆平成２０年１月
　　　　「東京モデル」試行開始
　◆平成２０年４月
　　　　「東京モデル」本格実施
　　　　（弁護士会・司法書士会）
○都内各消費生活センターでは
　◆平成２０年９月
　　　　「多重債務１１０番」を機に活用開始
　　　　（つなぎ先の専門機関も拡大）

電話相談

来所相談

①相談員が専門相談窓口を
　予約

専門相談窓口

②相談者が専門相談窓口に
　相談、専門家の助言を受ける

③相談状況を連絡
（受任状況・解決の方向性等）

連携・協力

相談者が出向かなかった場合な
ど、相談員がフォローアップ

簡易裁判所

行政各機関・警察



２(2) 無料特別相談「多重債務110番」の実施

区市町村
消費生活相談窓口

Ａ区 Ｂ区 Ｃ区 Ｄ市 Ｅ市 Ｆ市 Ｇ町

相談者相談者 相談者 相談者相談者相談者 相談者

Ｈ村

相談者

○来所・電話相談対応
○区市町村緊急対応

法律専門家

法律専門家

東京都消費生活総合センター

弁護士会 司法書士会
(財)日本ｸﾚｼﾞｯ
ﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会 法テラス

簡易裁判所、全国ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｻﾗ金
被害者連絡協議会、被害者の
会、行政各機関、警察等

相談者

相談者

「東京モデル」既設ライン

「東京モデル」新設ライン

法律専門家 法律専門家 法律専門家 法律専門家 専門家・行政機関・警察等

【連携】
○東京モデルのノウハウ提供
○法律専門家による電話対応・緊急対応

【広報】
○各自治体・団体の広報紙、
ＨＰ等により集中的に広報を
実施
○シンポジウム等によるキャ
ンペーン展開

○都は自ら特別相談（来
所・電話）を実施するほ
か、全体の調整役

○「東京モデル」拡大
・法テラス、財団法人日
本クレジットカウンセリン
グ協会等への拡大試行
・区市町村による「東京モ
デル」試行

　　【多重債務１１０番】

実施時期
　平成20年9月4日(木)･5日(金）
○　都・１８区１２市・関係団体による
共同実施
○　各消費生活センターから専門機
関への「東京モデル」や地域の連携
による多重債務特別相談を都内全
域的に一斉展開

既に地域で消費
生活相談窓口と
法律専門家の
ネットワークが確
立している場合
は、その連携を活
かして参加

連携・協力ライン

このほかに・・・

【支援型特別相談】
実施主体：区市町村・関係団体
⇒特別相談の実施を都が支援

①都ＨＰによる広報
②区市町村と法律専門家の
　コーディネート
③場の提供

自殺防止対策
との連携



３ 東京都における多重債務相談の状況について
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多重債務　相談件数

区市町村

東京都

5,927件

6,789件

7,877件
7,484件

5,924件

19歳以下 14件
20歳代 1232件
30歳代 1658件 給与生活者 4182件
40歳代 1297件 自営・自由 666件
50歳代 1102件 家事従事者 480件
60歳代 846件 学生 69件
70歳以上 440件 無職 1173件
不明等 895件 その他・不 914件

7484件 7484件

多重債務の相談
契約当事者年代別割合（平成19年度)

多重債務の相談
契約当事者職業別割合（平成19年度）

不明等
12.0%

19歳以下
0.2%
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5.9%
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11.3%
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14.7%
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16.5%

30歳代
22.2%
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その他・
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12.2%無職

15.7%

学生
0.9%

家事従事
者
6.4% 自営・自

由業
8.9%

給与生活
者
55.9%

月 多重債務相談件数 「東京モデル」活用件数

１月 125 5

２月 135 22

３月 128 20

４月 110 15

５月 132 26

６月 152 31

７月 112 28

８月 60 15

計 954 162

※４月以降の件数は速報値。８月は２０日現在。

最近の多重債務相談（東京都受付分）
及び「東京モデル」活用件数



多重債務相談「東京モデル」の事例

２世帯住宅に息子家族と同居。建築費用は自分の退職金等
に加え、息子名義のローン（毎月１１万円）を夫婦の年金から
払ってきた。突発的な出費から消費者金融に６社４００万円
超の負債。今後も住宅ローンを払っていきたい。
⇒ 「東京モデル」により弁護士会法律相談センターへ
⇒ 任意整理で受任との連絡

１０年以上前に家族の入院から５０万円を借りたのがきっか
けで、現在７社から３００万円を超える借入れ、月々８万円の
返済。夫は自営。自分は月に１０万円以上の収入がある。夫
に内緒で債務整理したい。
⇒ 「東京モデル」により弁護士会法律相談センターへ
⇒ 任意整理で受任との連絡
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